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議長定例記者会見 会見録 

 

日時：令和２年２月６日 １０時３０分～ 

場所：全員協議会室 

 

 

１ 発表事項 

○三重県議会議長が「南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進

める１０県議会議長会議」の代表世話人に就任しました 

 

２ 質疑項目 

○三重県議会議長が「南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進

める１０県議会議長会議」の代表世話人就任について 

○太平洋・島サミットの開催について 

〇Facebookへの書き込みについて 

〇選挙区及び定数に関する在り方調査会について 

 

１ 発表事項 

○三重県議会議長が「南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進め

る１０県議会議長会議」の代表世話人に就任しました 

（議長）おはようございます。ただ今から、２月の議長定例記者会見を開催さ

せていただきます。本日の発表事項でございますけれども、「南海トラフ地震

による超広域災害への備えを強力に進める１０県議会議長会議」の代表世話人

就任について発表させていただきます。発表事項１の資料をご覧ください。令

和２年２月６日、本日付で、私が、高知県の桑名龍吾県議会議長の後任として

「南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める１０県議会議長

会議」の代表世話人に就任をいたしました。この１０県議会議長会議ですけれ

ども、設立当初から１０県知事会議と連携した活動を行っておりまして、令和

元年１２月７日付で、三重県知事が１０県知事会議の代表世話人に就任したこ

とを機にですね、高知県議会議長から代表世話人交代の提案がありまして、こ

れに対して、構成する各県議会議長の同意が得られましたもので、代表世話人

の引継ぎの用意も整ったということから、本日、代表世話人就任に至りました。

今後は代表世話人という立場で、構成各県の議会をはじめ、１０県知事会議と

も密接に連携・協力しながら、効果的な政策提言などに取り組んでまいりたい

と思っております。この１０県議会議長会議の概要ですけれども、この会議は、

巨大地震により特に大きな被害が想定される県の議会が、密接な連携のもとに、

政府をはじめ、全国民に対して、巨大地震・津波の被害を最小限にとどめるた



 2 

めの備えの必要性を訴えて、その対策の推進を強力に進めていくため、平成２

３年７月２７日に設立されたものであります。本県議会も設立時から参加し、

構成各県の議会と連携して、国への政策提言などに取り組んできたところでご

ざいます。会議の構成としましては、南海トラフ地震で特に大きな被害が想定

されている静岡、愛知、和歌山、高知など、１０県の県議会議長で構成されて

います。折しも、先月２４日にはですね、国の地震調査委員会から、南海トラ

フ地震に伴う３０年以内の３メートル以上、５メートル以上、１０メートル以

上の津波発生確率が発表されたところでございますけれども、引き続き、構成

各県議会と連携・協力しながら、しっかりと代表世話人の役割を果たしていき

たいなと考えておるところでございます。私からの発表事項については以上で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 

２ 質疑応答 

○三重県議会議長が「南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進め

る１０県議会議長会議」の代表世話人就任について 

（質問）幹事社から確認ですけれども、代表世話人っていうのは、委員任期は

あるんですか。 

 

（議長）任期はですね、特に定められておりません。で、今回も最初から高知

県知事が、１０県知事会議立ち上げ時からですね、代表世話人をされてらっし

ゃってて、昨年の１２月７日に、三重県知事のほうに、交代になったのを機に

っていうことでありまして、１０県知事会議のほうも特に、この期間っていう

のが決まってるわけではないっていうことでございます。 

 

（質問）三重県議会の場合は、ちょっと可能性としましては、議長が交代する

可能性もあると思うんですけれども、その場合は、次期議長がこの役柄を継ぐ

ということでしょうか。 

 

（議長）その通りでございます。 

 

（質問）あらためて抱負ですかね、コメントとして、意欲をお願いします。 

 

（議長）１０県の議会それぞれに抱えてる課題は、共通部分あれば、それぞれ

のところもあるかと思います。そういったことを率直に意見交換する場をです

ね、積極的に持っていきたいなと。今、年に１回、東京で行われる都道府県議

会議長会のタイミングを使ってですね、そういった意見交換の場を持ってるん

ですけれども、可能ならばもう１回ぐらい、年にですね１回議長同士が集まっ



 3 

て、ちょっと率直な意見交換したりだとか、また、その１０県の中で、さまざ

まな防災地震対策されていらっしゃいますので、そういった現場も、過去にも

そういった視察もされたらしいんですけれども、できればそんな視察なんかも

ですね、やっていきたいなと思ってるところです。 

 

（質問）幹事社からは以上です。この関係でよろしくどうぞ。 

 

（質問）平成２３年７月に設立した当時からこの１０県ということなんでしょ

うか。 

 

（議長）正確に申し上げますと、最初は９県でありました。９県であったのが、

後に平成２９年に香川県が加わったということになります。その背景にはです

ね、この南海トラフ地震が起こった時に、国としてどういう支援をするかって

いう計画を立てた時に、これまで、被害が大きいと思われる９県あったわけで

すけども、それに香川県もですね、南海トラフの地震の被害が香川県自身が持

っている医療だとか防災体制で考える、比較すると、非常に大きな被害がある

だろう。他県からの全国からの支援が必要だろうっていう１０県ということの

リストアップがなされた中で、香川県も加わられて、平成２９年から１０県に

なったっていうところです。 

 

（質問）ちょっと、議長会議と別になります。申し訳ないですけど、知事会議

のほうの設立も２３年だったんでしょうか。 

 

（議長）そうですね。知事会議のほうが少し早いですけども、平成２３年の６

月ということでございます。 

 

（質問）同じ年に合わせて輩出されたということ。 

 

（議長）はい。 

 

（質問）２３年から、ずっと高知県が務めてきたということなんですね。 

 

（議長）はい。そうです。 

 

（質問）そんな中で、今回、その約１０年を経て、この三重県にこの知事会議

の議長とこの議長会議の議長、代表者が回ってきたというのは、議長、聞かれ

てる範囲でこれ何か経緯があったんでしょうか。 
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（議長）大きな理由は先ほど申し上げましたように、昨年１２月７日に三重県

知事が１０県知事会議の代表世話人になられたということで、それを受けてで

すね、高知の議長のほうから、１０県知事会議と１０県議長会議のほうと連携

しながら進めていくには、同じ県の知事と議長がそれぞれ代表世話人をしたほ

うが効果的に回るんじゃないかという、そういったご提案があって、各関係す

る議会の皆さんにそれでよろしいかということの同意をもらっていただいて、

本日就任という運びになったという流れです。 

 

（質問）２月６日付けで、これは書面でそうなった。何か会議があって、この

場で決まったんですか。 

 

（議長）高知県の議長のほうから、関係する議長宛てに代表世話人の交代につ

いての同意の確認のですね、文書が回りまして、当然三重県議会のほうにも参

ったんですけれども、すべての県議会の議長さんがそれでいいじゃないかとい

うふうなお答えをいただいて。実は本日ですね、高知県のほうへこの後行かせ

ていただきまして、引き継ぎをさせていただくということで、本日発表させて

いただいたという次第でございます。 

 

（質問）年に１回は会合の機会を開いているけれども、議長としてはもう１回

ぐらいはなにか集まれる機会を設けたいということでよろしいですか。 

 

（議長）はい。 

 

〇太平洋・島サミットの開催について 

（質問）太平洋・島サミットがまた三重県で、志摩で開催決まりましたけど、

議長の地元でもありますが、議会を代表してちょっとコメントいただけません

でしょうか。 

 

（議長）伊勢志摩サミット開催から５年目ということ、それと三重県がパラオ

共和国とのですね、友好提携から２５年という節目の年になる来年の時に、こ

の太平洋・島サミットの誘致が成功できたっていうのは非常に喜ばしいことだ

なと思っております。地域住民の皆さんにはまたさまざまなご負担をお願いす

るところもあろうかと思うんですけれども、伊勢志摩サミットで得たレガシー

っていうんですかね、まさにあの時のおもてなしの体制であったりだとか、テ

ロ対策のパートナーシップのことであったりだとか、そういった成果がまだ残

っておりますので、そういったものを十分生かして、伊勢志摩サミットの時と
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同様、それ以上のですね、この地域の高揚感というかそういうものを高めてい

く中で、三重県を発信できるいい機会になるんではないかな。また、今回テー

マがＧ７のサミットと比べて島国を中心としたところですので、やっぱり今問

題になっている地球温暖化のことだとか、あと、うちも今アコヤガイで大変な

目に遭ってますけれども、海洋資源の管理のあり方だとか、そういった、かな

りトピックとしては廃プラの話も含めてですね、すごくわかりやすいというか、

より身近な内容になろうかと思いますので、そういった議論される内容もです

ね、非常に期待したいと思ってます。 

 

（質問）そうした中で、世界から注目が集まるわけですけど、三重県のことで

はね、何を一番ＰＲしていきたいとお考えですか。例えば知事とかですとね、

真珠なんかをちょっとアピールしたいなというふうなコメントもありますけど、

議長としては何を一番ＰＲしていくのかなっていう。プライベートなお考えで

結構ですので。 

 

（議長）今回志摩市を会場として選んでいただけた大きな理由の一つに、志摩

市がＳＤＧｓ未来都市っていう全国で１１か１３だったか、ちょっとはっきり

数は覚えてないんですけども、その中の一つに選ばれてるっていうことが大き

いかと思います。なぜ志摩市がＳＤＧｓ未来都市に指定されてるかの大きな理

由が、持続可能な漁業、例えば、伊勢エビを乱獲しないだとかですね、海女漁

みたいなもので資源を守りながら漁業をしていくっていう、そういうのがすご

く大きいっていうのもありますので。志摩市が持ってるＳＤＧｓっていう観点、

それから三重県としても今回の新しい行動計画でＳＤＧｓを考慮したような計

画づくりをしてますので、今回は三重県のＳＤＧｓの取り組みっていうものが

大きく発信できれば非常にいいのかなと思ってます。 

 

（質問）アコヤ貝の関係で、この間、志摩市がアコヤ貝の母貝生産について補

助を出すということで発表いただいたんですけども、一部の生産者からは、や

っぱり愛媛県から母貝を基本的に購入しているので、海の問題点がまだ解決さ

れてない環境要因があるので、結局志摩市で母貝生産してもうまくいかないん

じゃないかという不安の声が上がってるんですけれども、その件に関して議長

何かお考えありますか。 

 

（議長）そういった不安を持たれる漁業者のお気持ちもよく分かるところでは

あるんですが、今やっぱり私は必要な対策の一つとしては、さまざまな種類の

母貝、稚貝をですね、さまざまな産地で取り寄せて、どの貝が今回の環境変化

に強いのか、なぜ今回へい死したのかっていう主原因がまだ分かってはいない
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んですけれども、さまざまな種類の母貝、稚貝を用意する中で、ベストな貝を

選ぶという意味においては、志摩市のほうで母貝や稚貝を生産するという取組

も、私はこれは進めていくべきだなと思ってますので。あとは漁業者の、養殖

業者の皆さんがそれらの貝を使っていただけるかどうか、また使った状況がど

うなのかということの情報の集約っていうんですかね。意外と養殖業者の皆さ

んそれぞれ技術持ってらっしゃったり、外に出さないノウハウというものを持

ってらっしゃいますので、ご自身が持ってる情報を皆で集約して、問題点を明

らかにしようっていうところは、実はちょっと三重県の場合はなかなかこれま

でも難しいところがあったんですが、これはもう全体の危機なので、ぜひ養殖

業者の皆さんそれぞれ持ってる情報を出し合って、何がベストな対応なのかっ

ていうところをですね、経験値の中で見つけていく必要もあるのかな。一方で、

科学的にどんなことが原因なんだというところもですね、しっかりと追求して

いく必要があると思っています。 

 

〇Facebookへの書き込みについて 

（質問）代表者会議で、共産党県議会会派の Facebookに関して経緯の説明がご

ざいました。議長として、あらためて最近インターネット上の投稿であったり

とか発言等で、２回県議の方々の対応が問題視される場面が相次いでますけれ

ども、そういった点も含めて、今後どういうふうに具体的にそれらをなくすた

めに取り組まれたいかという思いをお聞かせください。 

 

（議長）まず、今回の日本共産党三重県議団の Facebook上のやりとりのことに

ついては、昨年いろいろと議論のあったですね、議員個人のツイッター等の発

言とは若干ちょっと異なっているなという認識がまずあります。一つは、議員

個人ではなくて、議員団という会派として、そういう発信をされた。また、相

手方が特定の一県民の方であって、その方に対しての非常に辛辣なコメントだ

ったということでありますので、これは公の党としての共産党として、しっか

りと反省はしていただかなきゃいけないというふうに思っています。議員個人

であれ、政党であれ、会派であれ、それぞれＳＮＳを使うにあたってはですね、

やはり公の立場にあるということをあらためて自覚してですね、誤解のないよ

うな情報発信をするべきであるということを強く感じていますし、強く求めて

いきたいなと思っております。あとは、その共産党の三重県議会の Facebookペ

ージの連絡先等がこの議会の会派控室になっていますので、そういったことが

ですね、代表者会議でも指摘ありましたけれども、党活動と、いわゆる議会活

動と、明確に区分できない部分もありますけれども、公然と議会棟を使って党

活動をしているような実態がないかどうかということについては、しっかりと

確認をさせていただく必要があると思っています。 
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（質問）それちょっと今から聞こうと思ったんですけど、つまりこの前の代表

者会議でそういった議事堂内の活動についても検討していこうということにな

っていたのは、それ今回の Facebookの発信元が議員控室だったということなん

ですか。 

 

（議長）その Facebookのログを確認したわけではないんですけれども、少なく

ともその Facebookページの書かれている電話番号の連絡先がここの議事堂の共

産党の会派控室の電話番号でありましたので、その特定の個人の方もそこへ電

話をして抗議をされたということをお聞きしましたので、そうするとこれちょ

っと疑義があるんじゃないかという声が、自民党県議団から指摘があったんだ

と思います。 

 

（質問）議長として、その会派としての Facebookページに控室の電話番号が書

かれているということについては、どのように思われて、どう対応されますか。 

 

（議長）Facebook ページそのものは、いわゆる共産党三重県支部とかそういう

ものではなくて、共産党三重県議団みたいな、三重県議会の会派としての

Facebook ページなので、そこはここの電話番号を使っていただく分にはいいと

思うんですけれども、じゃあその Facebookページの中で、党活動に値すると思

われるような投稿だとかですね、コメントだとか、もしそういうのがあると、

それは混同しているでしょっていうことで、そこはちゃんと分けてくださいよ

っていうことは言わなきゃいけないなと思っております。 

 

〇選挙区及び定数に関する在り方調査会について 

（質問）定数の調査会の話ですけど、前回の審議の結果を見ますと、どうやら

中間案の策定に何かこう、見通しに関して、ちょっと当初の予定とは異なって

いるような状況が感じられるんですが、ちょっと傍聴していないので申し訳な

いんですけど、議長のほうからちょっとどういう経緯になっているか、お聞か

せいただけませんか。 

 

（議長）まずは、ちょっと東京のほうで開催ということでなかなか傍聴が難し

いということをあらためてお詫び申し上げたいんですけれども、おっしゃられ

る通りで、我々も中間取りまとめという形で一つのレポートみたいな形で取り

まとめをしていくことができるかなと思っていたんですけれども、我々が想像

していた以上にさまざまな観点の論点をですね、委員の皆さま方それぞれの専

門の立場から出していただき、また、県内の様子も見ていただいた中でですね、
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新たな論点というものを加わったりだとかということで、今、その論点を集約

していくっていう段階にはまだ早いよねということで、とりあえずそういう論

点の論点取りまとめみたいな形にならざるをえないのかな。これから、一番肝

になります選挙区定数の議論に行くに至ってですね、その論点の中のどの部分

を取り出してという形で議論が進んでいって、最終的にはレポートみたいな形

になると思うんですが、当初予定していた２月３月ぐらいに文書としてのレポ

ートが取りまとまって、それを県民の皆さんやメディアの皆さんや議員の皆さ

んにお示しできるっていうところはちょっと難しいというのは正直なところで

す。 

 

（質問）何らかの成果物としてものが出てくるけれども、それは、中間取りま

とめという名のものではない可能性があるという、こういう捉え方なんですか

ね。 

 

（議長）そうですね。それぞれ中間取りまとめというイメージがあろうかと思

うんですが、当初、私とか事務局がイメージしてた中間取りまとめとは若干違

う。こういう論点がありましたねっていうところのリストアップされたものっ

ていう感じになろうかなと思います。それも、次回の調査会が２月１８日にあ

るんですが、それは私ども正副議長とも出席できないんですけれども、その時

にあらためて、その中間的な論点まとめみたいなやつの議論をしていただきま

すので、そこで大体姿が見えるのかなと思っております。 

 

（質問）中間取りまとめのようなものという何らかの形のものが、例えば出た

として、そこから中間取りまとめをあらためて作るわけではない感じですか。 

 

（議長）そうですね。議論を聞かせていただいておりますと、最終的には座長

がお決めになるところでありますが、わざわざ、その論点をリストアップして

それを中間でまとめて、それがなければ次の選挙区や定数の議論いけないかっ

ていうわけではなさそうなので、逆に定数や選挙区の議論をした中で、戻って、

この論点の中で、ここを取ってここは取捨というふうな、そういう形で最終ま

とまっていくような流れになろうかと思います。 

 

（質問）議長としては、立ち上がった時の思いとして、この夏には最終案を出

してもらいたいというご希望があったと思いますが、そのスケジュールに今回

のこの対応が影響してくる可能性ってあるんでしょうか。 

 

（議長）全く無いかと言われると、自信は無いとこもありますけれども、少な
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くともミッションとして、８月にはそういう最後の取りまとめをっていうこと

を申し上げ、また座長始め委員の皆さんもその意識で議論を進めていただいて

おりますので、そのターゲットは今のところ変更ないと思っていただいてよろ

しいかと思います。 

 

（質問）こちらからは以上です。 

 

（議長）私のほうから１点だけなんですけれども、１２月の定例会見で発表し

ました「みえ現場 de県議会」がですね、バレンタインデーの２月１４日の１３

時半から三重大学のほうで「若者の県内定着の促進」をテーマに開催をする予

定となっております。会議はもちろん公開でございますし、どなたでも傍聴可

能となっておりますので、ぜひメディアの皆さんにもですね、当日取材等して

いただければありがたいなと思ってます。２月１４日１３時半から三重大学で

テーマは「若者の県内定着の促進」でございます。よろしくお願いします。ど

うもありがとうございました。 

 

（ 以 上 ） １０時５５分 終了 

 


